
手数料一覧

□ 建築物の敷地と道路との関係の建築許可

（法第４３条第２項２号）

□ 公衆便所等の道路内における建築許可

（法第４４条第１項第２号）

□ 建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外許可

（法第５３条第４項、第５項、第６項第３号）

□ 仮設建築物の建築許可

（法第８５条第６項）

□ 用途地域における建築等許可 第１６項第１号 １２０，０００円

第１６項第２号 １４０，０００円

上記以外 １８０，０００円

□ 総合的設計による一団地の建築物の特例許可 建築物数≦２ ２３８，０００円

（法第８６条第３項） 建築物数≧３ （238,000+（建築物数-2）×28,000）円

□ 既存建築物を前提とした総合的設計による 建築物数＝１ ２３８，０００円

建築物の特例許可　（法第８６条第４項） 建築物数≧２ （238,000+（建築物数-1）×28,000）円

□ 同一敷地内認定建築物以外の建築物の許可 建築物数＝１ ２３８，０００円

（法第８６条の２第２項） 建築物数≧２ （238,000+（建築物数-1）×28,000）円

□ 同一敷地内許可建築物以外の建築物の許可 建築物数＝１ ２３８，０００円

（法第８６条の２第３項） 建築物数≧２ （238,000+（建築物数-1）×28,000）円

□ 建築物の一時的な用途変更

（法第８７条の３第６項）

□ 上記以外の建築許可

（法第５９条の２ほか）

□ 総合的設計による一団地の建築物の特例認定 建築物数≦２ ７８，０００円

（法第８６条第１項） 建築物数≧３ （78,000+（建築物数-2）×28,000）円

□ 既存建築物を前提とした総合的設計による 建築物数＝１ ７８，０００円

建築物の特例認定　（法第８６条第２項） 建築物数≧２ （78,000+（建築物数-1）×28,000）円

□ 同一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定 建築物数＝１ ７８，０００円

（法第８６条の２第１項） 建築物数≧２ （78,000+（建築物数-1）×28,000）円

□ 上記以外の建築認定

（法第５５条第２項ほか）

□ 特例容積率適用区域内における容積率の特例指定 建築物数≦２ ７８，０００円

（法第５７条の２第１項） 建築物数≧３ （78,000+（建築物数-2）×28,000）円

□ 複数建築物の許可、認定の取り消し

（法第５７条の３第１項、法第８６条の５第１項）

※詳細は岐阜市手数料徴収条例による

○　指定 金　　　　額

○　許可・認定・指定の取り消し 金　　　　額

（6,400+認定区域建築物数×12,000）円

（法第４８条第１項～第１３項）

１２０，０００円

１６０，０００円

○　建築認定 金　　　　額

２７，０００円

○　建築許可 金　　　　額

３３，０００円

３３，０００円

３３，０００円

１２０，０００円


